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伊丹市立鴻池小学校ＰＴＡ部会細則 

 

 

第１条（総則） 

この細則は、伊丹市立鴻池小学校ＰＴＡ規約（以下、「規約」という。）第３４条の規定に

基づき、委員の活動その他の必要な事項を定める。 

 

第２条（地区の指定） 

 細則で定める地区は、学校が指定する通学路を勘案して、次の表のとおりとする。 

 

地区名 住所 

鴻池Ａ 鴻池３丁目 

鴻池Ｂ 

鴻池４丁目 

鴻池５丁目 

鴻池１丁目９番地 

鴻池Ｃ 鴻池６丁目 

鴻池１ 鴻池１丁目(鴻池１丁目９番地以外) 

中野 

中野東１丁目 

中野東２丁目 

瑞原１丁目１～２８番地 

鴻池２丁目 

荻野 荻野西１丁目 

瑞原 

瑞原１丁目２９番地以降 

瑞原２丁目 

瑞原３丁目 

校区外 鴻池小学校区以外から通われている方 

 

第３条（委員会の構成） 

 各委員会の構成は、次のとおりとする。 

   鴻小スタッフ・・・・・・・・ 旗当番スタッフ 

土曜スタッフ 

                  選考スタッフ 

                  広報スタッフ 

                  地域つながりスタッフ 

 

第４条 

 削除 



第５条（委員会の運営）                              

規約第１９条に基づき、委員会は、次の表に定める活動を行うことができる。 

 

 

第６条（細則の改廃） 

 この細則の改廃は、規約第３５条の定めによる。 

 

 

   付 則 

昭和５６年７月９日より施行する。 

昭和６１年５月１１日より施行する。 

平成元年５月３日より施行する。 

平成４年５月９日より施行する。 

平成１０年５月２日より施行する。 

平成１５年５月１６日より施行する。 

平成１８年５月１７日より施行する。 

平成１９年５月２日より施行する。 

平成２０年５月１日より施行する。 

平成２７年１２月２１日より施行する。 

平成３０年５月２日より施行する。 

令和２年１２月４日より施行する。 

令和３年１２月１５日より施行する。 

令和６年４月２６日より施行する。 

令和 7年４月２５日より施行する。 

旗当番スタッフ 旗当番表の作成に関する事項 

土曜スタッフ 土曜学習の活動に関する事項 

選考スタッフ 次年度執行部の選出およびスタッフ選出時の考慮の可否に関わる事項 

広報スタッフ 広報紙作成およびセミナーへの参加 

地域つながりスタッフ 研修やセミナー等への参加および地域や他校との関わりに関する事項 


